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(57)【要約】
【課題】ドプラモードの超音波検査の効率向上を実現す
ること。
【解決手段】観測領域設定部２０は、超音波送信ビーム
の送信方向の直交方向に関する観測領域の範囲を、ユー
ザからの指示に従って設定する。超音波プローブ１０は
、設定された範囲を有する観測領域に超音波送信ビーム
を送信し、観測領域からの超音波に応じたエコー信号を
発生する。受信部３４は、発生されたエコー信号に基づ
いて、設定された範囲に応じた複数の超音波受信ビーム
にそれぞれ対応する複数のデータセットを生成する。ド
プラ処理部４６は、生成された複数のデータセットに基
づいて、観測領域内の血流に由来する単一のドプラ波形
に関するドプラ画像のデータを生成する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波送信ビームの送信方向の直交方向に関する観測領域の範囲を、ユーザからの指示
に従って設定する設定部と、
　前記設定された範囲を有する観測領域に超音波送信ビームを送信し、前記観測領域から
の超音波に応じたエコー信号を発生する超音波プローブと、
　前記発生されたエコー信号に基づいて、前記設定された範囲に応じた複数の超音波受信
ビームにそれぞれ対応する複数のデータセットを生成する並列同時受信部と、
　前記生成された複数のデータセットに基づいて前記観測領域内の血流に由来する単一の
ドプラ波形に関するドプラ画像のデータを生成するドプラ処理部と、
　を具備する超音波診断装置。
【請求項２】
　前記ドプラ処理部は、
　前記複数のデータセットに基づいて、前記複数の受信ビームの合成ビームに対応する単
一のデータセットを生成する単一ビーム生成部と、
　前記生成された単一のデータセットの周波数分析結果に関する単一のスペクトラムデー
タセットを生成する周波数分析部と、
　前記生成された単一のスペクトラムデータセットに基づいて前記ドプラ画像のデータを
生成するドプラ画像生成部と、
　を備える請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記単一ビーム生成部は、前記複数のデータセットの時相を一致させ、前記時相が一致
された複数のデータセットを加算し、前記単一のデータセットを生成する、請求項２記載
の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記ドプラ処理部は、
　前記複数のデータセットの周波数分析結果に関する複数のスペクトラムデータセットを
生成する周波数分析部と、
　前記複数のスペクトラムデータセットに基づいて、前記複数の受信ビームの合成ビーム
に対応する単一のスペクトラムデータセットを生成する単一ビーム生成部と、
　前記生成された単一のスペクトラムデータセットに基づいて前記ドプラ画像のデータを
生成するドプラ画像生成部と、
　をさらに備える請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記複数の受信ビームの本数は、前記直交方向に関する前記範囲の長さに応じて設定さ
れる、請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記複数の受信ビームの各々の角度は、前記直交方向に関する前記範囲の長さに応じて
設定される、請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記ドプラ画像を表示する表示部をさらに備える、請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記直交方向に関する前記範囲を設定するために、前記範囲を示すマークを表示する表
示部をさらに備える、請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記設定部は、ユーザからの指示に従って調整された前記直交方向に関する前記マーク
の範囲に応じて前記直交方向に関する前記観測領域の前記範囲を設定する、請求項８記載
の超音波診断装置。
【請求項１０】
　観測領域を超音波ビームでドプラモードスキャンする超音波診断装置であって、
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　前記超音波ビームの送信方向に略直交する直交方向に関する前記観測領域の範囲を示す
マークを表示する表示部と、
　ユーザからの指示に従って調整された前記マークの前記直交方向に関する範囲に応じて
前記直交方向に関する前記観測領域の範囲を設定する設定部と、
　を具備する超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波検査において血流速度を観察するためにドプラモードが利用されている。ドプラ
モードには、パルス波によるＰＷＤ（pulsed wave doppler）と連続波によるＣＷＤ（con
tinuous wave doppler）とがある。ＰＷＤの場合、送信ビームの方向及び焦点位置（観測
領域の位置及び深さ方向に関する範囲）は、サンプリングゲートにより設定される。ＣＷ
Ｄの場合、送信ビームの焦点位置は、サンプリングマーカにより設定される。ＣＷＤの場
合、送信ビームが占める空間領域が観測領域である。
【０００３】
　被検体の体動により、観測対象の位置と観測領域の位置とがずれてしまう場合がある。
その度に超音波プローブの位置を調整したり、サンプリングゲートやサンプリングマーカ
を調整したりしている。ＰＷＤの場合、予め深さ方向の範囲を広く設定することで、超音
波ビームの深さ方向に関する位置ずれの影響を低減できる。しかしながら、観測対象が観
測領域に対して深さ方向の直交方向にずれた場合、血流速度を検出できなくなり、観測を
続行できなくなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２―１４３１６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　目的は、ドプラモードの超音波検査の効率向上を実現する超音波診断装置を提供するこ
と。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本実施形態に係る超音波診断装置は、超音波送信ビームの送信方向の直交方向に関する
観測領域の範囲を、ユーザからの指示に従って設定する設定部と、前記設定された範囲を
有する観測領域に超音波送信ビームを送信し、前記観測領域からの超音波に応じたエコー
信号を発生する超音波プローブと、前記発生されたエコー信号に基づいて、前記設定され
た範囲に応じた複数の超音波受信ビームにそれぞれ対応する複数のデータセットを生成す
る並列同時受信部と、前記生成された複数のデータセットに基づいて前記観測領域内の血
流に由来する単一のドプラ波形に関するドプラ画像のデータを生成するドプラ処理部と、
を具備する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本実施形態に係る超音波診断装置の構成を示す図。
【図２】本実施形態に関る座標系について説明するための図。
【図３】図１のシステム制御部の制御のもとに行われるドプラモードスキャンの典型的な
処理の流れを示す図。
【図４】図３のステップＳ１において観測領域設定部により行われる観測領域の設定処理
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を説明するための図。
【図５】本実施形態に関る送信ビームと受信ビームとの位置関係を示す図。
【図６】本実施形態に関る第１のタイプのドプラ処理部の構成を示す図。
【図７】本実施形態に関る第２のタイプのドプラ処理部の構成を示す図。
【図８】図３のステップＳ５において表示部によるドプラ画像の表示例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照しながら本実施形態に係わる超音波診断装置を説明する。
【０００９】
　本実施形態に係る超音波診断装置は、パルス波によるＰＷＤと連続波によるＣＷＤとの
何れにも適用可能である。しかしながら、以下の説明を具体的に行うため本実施形態に係
る超音波診断装置は、ＰＷＤを実行するものとする。
【００１０】
　図１は、本実施形態に係る超音波診断装置の構成を示す図である。図１に示すように、
超音波診断装置１は、超音波プローブ１０、観測領域設定部２０、送受信部３０、信号処
理部４０、画像処理部５０、表示部６０、操作部７０、記憶部８０、システム制御部９０
０を備える。
【００１１】
　超音波プローブ１０は、１次元又は２次元状に配列された複数の振動子を有する。振動
子は、送受信部３０からの送信駆動パルスを受け、超音波を被検体に向けてビーム状に送
信する。超音波は、パルス繰り返し周波数（pulse repetition frequency：以下ＰＲＦと
呼ぶことにする）に対応する時間間隔で繰り返し発生される。ＰＲＦは、典型的には、４
ｋＨｚから１２ｋＨｚまでの間に設定される。送信された超音波は、被検体の体内組織の
音響インピーダンスの不連続点（エコー源）で次々と反射される。超音波が血流等の移動
体により反射されると、超音波は、ドプラ偏移を受ける。反射された超音波は、振動子に
受信される。受信された超音波は、振動子によりエコー信号（電気信号）に変換される。
エコー信号は、送受信部３０に供給される。
【００１２】
　ここで図２を参照しながら本実施形態に係る座標系について説明する。図２に示すよう
に、超音波プローブ上の振動子の配列面（超音波の送受信面）は、Ｙ軸とＺ軸とにより規
定される。より詳細には、一列に配列された複数の振動子から構成される振動子列は、Ｙ
軸に平行に配置される。Ｙ軸に沿う方向は、アジマス（azimuth）方向と呼ばれている。
複数の振動子列は、Ｚ軸に沿って配列される。Ｚ軸に沿う方向は、エレベーション（elev
ation）方向と呼ばれている。Ｘ軸は、Ｙ軸とＺ軸との両方に直交する。Ｘ軸は、レンジ
（range）方向と呼ばれている。Ｘ軸は、振動子の配列面の中点ＣＰを通り、配列面に直
交する。
【００１３】
　次に図２を参照しながらＢモード時の走査面ＳＰを基準とする方向について説明する。
図２において走査面ＳＰは、ＹＸ面に設定されているとする。各超音波ビームの送信方向
は、深さ方向（depth）方向と呼ばれている。走査面ＳＰ内における深さ方向の直交方向
は、ラテラル（lateral）方向と呼ばれている。スキャン方式がセクタスキャンの場合、
超音波ビームは扇状に走査される。従ってセクタスキャンの場合、ラテラル方向は、アジ
マス方向に平行しない。深さ方向とラテラル方向との直交方向は、煽り方向と呼ばれてい
る。３次元スキャンの場合、走査面ＳＰや超音波プローブ１０が煽り方向に振られる。な
お、スキャン方式がリニアスキャンの場合、超音波ビームはアジマス方向に沿って直線状
に走査される。従ってリニアスキャンの場合、ラテラル方向は、アジマス方向に平行する
。
【００１４】
　また、上述の説明において走査面は、ＹＸ面により設定されるとした。しかしながら、
本実施形態に係る走査面はＹＸ面のみに限定されない。本実施形態に係る走査面は、ＸＹ
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Ｚ座標系内のあらゆる平面に設定可能である。ＸＹＺ座標系における走査面位置の変更に
伴い、ラテラル方向の向きは、ＸＹＺ座標系において変更される。
【００１５】
　観測領域設定部２０は、ドプラモードの観測領域の位置と範囲とを、ユーザからの操作
部７０を介した指示に従って設定する。観測領域は、ドプラサンプリングゲート（dopple
r sampling gate）とも呼ばれている。具体的には、観測領域設定部２０は、観測領域の
位置、深さ方向に関する観測領域の範囲、及び深さ方向の直交方向に関する観測領域の範
囲を、ユーザからの操作部を介した指示に従って設定する。深さ方向に関する観測領域の
範囲を深さ範囲と呼ぶことにする。深さ範囲は、レンジゲートと呼ばれている。深さ方向
の直交方向は、ラテラル方向、煽り方向だけでなく、アジマス方向、エレベーション方向
、及びレンジ方向の組合せにより規定されるあらゆる方向を意味する。以下では、説明の
簡単のため、直交方向に関する観測領域の範囲の設定方向（上述の深さ方向の直交方向）
は、ラテラル方向であるものとする。ラテラル方向に関する観測領域の範囲をラテラル範
囲と呼ぶことにする。また、ラテラル範囲は、レンジゲートに倣って、ラテラルゲートと
呼ぶことも可能である。このように観測領域設定部２０は、深さ方向に関するゲート幅だ
けでなく、ラテラル方向に関するゲート幅をも設定することができる。また、観測領域設
定部２０は、ラテラル範囲の設定に伴い、並列同時受信ビームの本数や角度等のスキャン
条件を設定することができる。
【００１６】
　送受信部３０は、システム制御部９０による制御に従って、超音波プローブ１０を介し
て被検体に超音波スキャンを実行する。送受信部３０は、Ｂモードスキャン、カラードプ
ラモードスキャン、及びドプラモードスキャンを実行する。なお本実施形態において中心
となるのは、ドプラモードスキャンである。送受信部３０は、具体的には、送信部３２と
受信部３４とを有する。
【００１７】
　送信部３２は、超音波プローブ１０を介して被検体に送信ビームを送信する。
【００１８】
　具体的には、送信部３２は、図示しない制御信号発生器、遅延回路、及び駆動回路を有
する。制御信号発生器は、既定のＰＲＦに従って、送信波形制御信号（レートパルス）を
チャンネル毎に繰り返し発生する。遅延回路は、発生された各送信波形制御信号に対して
、所定の送信方向及び送信フォーカスに関する送信ビームを生成するのに必要な遅延時間
を与える。この遅延時間は、送信フォーカス位置と送信方向とに応じて振動子毎に決定さ
れる。駆動回路は、各遅延された送信波形制御信号に基づくタイミングで送信駆動パルス
を発生し、発生された送信駆動パルスを各振動子に供給する。送信駆動パルスの供給を受
けた各振動子は、超音波を発生する。これにより超音波プローブ１０は、観測領域内に送
信フォーカスを有する送信ビームを送信する。
【００１９】
　受信部３４は、被検体により反射された超音波に応じたエコー信号を超音波プローブ１
０を介して受信する。そして受信部３４は、並列同時受信の技術を利用し、１つの送信ビ
ームに由来する複数の受信ビームに対応する複数のデータセット（ビームデータセット）
を生成する。
【００２０】
　具体的には、受信部３４は、図示しないプリアンプ、Ａ／Ｄ変換器、及びビームフォー
マを有する。プリアンプは、超音波プローブ１０からのエコー信号を増幅する。Ａ／Ｄ変
換器は、増幅されたエコー信号をアナログからデジタルに変換する。デジタルのエコー信
号をエコーデータと呼ぶことにする。
【００２１】
　ビームフォーマは、エコーデータをデジタルメモリに記憶する。デジタルメモリは、例
えば、振動子毎に設けられている。エコーデータは、受信した振動子に対応するデジタル
メモリ上の、そのエコーデータの受信時刻に応じたアドレスに記憶される。一方、ビーム
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フォーマは、走査面上の各受信フォーカス位置について、受信ビームを生成するのに必要
な受信遅延時間を振動子毎に予め計算し、受信フォーカス位置とアドレス（又は受信時刻
）とを振動子毎に関連付けたテーブルを記憶している。ビームフォーマは、所定の受信フ
ォーカス位置にテーブル上で関連付けられたアドレスからエコー信号を読み出して加算す
る。受信フォーカス位置を送信ビーム上に沿って変更しながらこの加算処理を繰り返すこ
とにより、１つの受信ビームに対応するエコーデータのセットを生成する。受信ビームに
対応するエコーデータのセットをビームデータセットと呼ぶことにする。ビームフォーマ
は、並列同時受信の技術を利用し、１つの送信ビームに対応するエコーデータに基づいて
、複数の受信ビームにそれぞれ対応する複数のビームデータセットを生成する。換言すれ
ば、１つの送信ビームについて複数の受信ビームが形成される。複数のビームデータセッ
トは、信号処理部５０に供給される。
【００２２】
　信号処理部４０は、受信部３４からの複数のビームデータセットに基づいてスキャンモ
ードに応じた信号処理を行う。具体的には、信号処理部４０は、Ｂモード処理部４２、カ
ラードプラ処理部４４、及びドプラ処理部４６を有する。
【００２３】
　Ｂモード処理部４２は、複数のビームデータセットをＢモード処理し、ビームデータセ
ットの強度を輝度で表現するＢモード画像のデータを生成する。生成されたＢモード画像
のデータは、画像処理部５０に供給される。
【００２４】
　カラードプラ処理部４４は、複数のビームデータセットをカラードプラ処理し、血流情
報をカラーで表現するカラードプラ画像のデータを生成する。カラードプラ処理は、自己
相関法を利用した周波数分析である。生成されたカラードプラ画像のデータは、画像処理
部５０に供給される。
【００２５】
　ドプラ処理部４６は、複数のビームデータセットをドプラ処理し、観測領域設定部２０
により設定された観測領域に関するドプラ画像のデータを生成する。ドプラ画像は、観測
領域内の血流に由来するドプラ波形を表す。ドプラ波形は、複数の並列同時受信ビームの
各々について生成されず、複数の並列同時受信ビームについて１つ生成される。生成され
たドプラ画像のデータは、画像処理部５０に供給される。
【００２６】
　画像処理部５０は、Ｂモード画像のデータやカラードプラ画像のデータ、ドプラ画像の
データに座標変換を施し、表示部６０に表示可能なＢモード画像のデータやカラードプラ
画像のデータ、ドプラ画像のデータを生成する。また、画像処理部５０は、Ｂモード画像
、カラードプラ画像、及びドプラ画像の少なくとも１つの画像を合成したりする。
【００２７】
　表示部６０は、画像処理部５０からのＢモード画像やカラードプラ画像、ドプラ画像を
表示する。また、表示部６０は、観測領域の位置や範囲の設定画面を表示する。
【００２８】
　操作部７０は、ユーザからの入力デバイスを介して入力された各種指令や情報入力をシ
ステム制御部９０に入力する。具体的には、操作部７０は、超音波走査の開始指示や終了
指示を入力する。また、操作部７０は、観測領域の位置や深さ範囲、ラテラル範囲を入力
する。入力デバイスとしては、キーボード、マウス、各種ボタン、タッチパネル等が適宜
利用可能である。
【００２９】
　記憶部８０は、深さ方向とその直交方向との観測領域範囲の設定機能を備えたドプラモ
ードスキャンを行なうための制御プログラム等を記憶している。
【００３０】
　システム制御部９０は、超音波診断装置１の中枢として機能する。具体的には、システ
ム制御部９０は、深さ方向とその直交方向との観測領域範囲の設定機能を備えたドプラモ
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ードスキャンを実行するために、記憶部８０から制御プログラムを読み出して自身が有す
るメモリに展開し、展開された制御プログラムに従って各部を制御する。
【００３１】
　以下、本実施形態に係る超音波診断装置１の動作例について説明する。図３は、システ
ム制御部９０の制御のもとに行われる本実施形態に係るドプラモードスキャンの典型的な
流れを示す図である。
【００３２】
　　［ステップＳ１］
　超音波の送受が行われる前段階において、観測領域設定部２０によりドプラモードの観
測領域の設定処理が行われる。
【００３３】
　図４は、表示部６０により表示される観測領域の設定画面ＳＩの一例を示す図である。
図４に示すように、設定画面ＳＩには、例えば、Ｂモード画像ＢＩが配置されている。Ｂ
モード画像ＢＩは、リアルタイムに生成される時系列の動画像であっても、１時点の静止
画像であってもよい。上述のようにＢモード画像ＢＩは、ＸＹＺ座標系内のあらゆる位置
及び向きに配置可能である。
【００３４】
　図４に示すように、Ｂモード画像ＢＩには、観測領域の位置と範囲とを示すマークＭＡ
が表示される。また、Ｂモード画像ＢＩ上には、基準線（sampling gate line）ＳＬが表
示される。基準線ＳＬは、送信ビームの中心線を示す。基準線ＳＬに沿って送信ビームが
送信される。基準線ＳＬは、ラテラル方向に関するマークＭＡの中間を通過する。マーク
ＭＡに対応する実空間領域が観測領域に設定される。マークＭＡは、操作部７０を介して
移動可能である。マークＭＡの移動により観測領域の位置が観測領域設定部２０により設
定される。操作部７０を介したマークＭＡの移動に連動して、基準線ＳＬは、自動的に移
動する。
【００３５】
　マークＭＡの深さ範囲（レンジゲート）とラテラル範囲（ラテラルゲート）とは、操作
部７０を介して個別に調整可能である。マークＭＡの深さ範囲の調整により、観測領域の
深さ範囲が観測領域設定部２０により設定される。同様に、マークＭＡのラテラル範囲の
調整により、観測領域のラテラル範囲が観測領域設定部２０により設定される。送信ビー
ムの幅は、観測領域を包含するように設定される。なお、典型的には、受信ビームの幅は
、受信指向性の向上等のため、送信ビームの幅よりも狭く設定される。
【００３６】
　観測領域の位置と範囲とは、例えば、観測対象の血管部分を含むように設定される。観
測対象が逆流の場合がある。逆流部位は、空間的に極狭い範囲に存在し、その存在範囲は
時間経過に伴って動く場合がある。このような観測領域が動く場合、観測領域は、観測対
象が観測領域から外れないように、広範囲に設定されると良い。本実施形態は、観測領域
の深さ範囲だけでなくラテラル範囲の設定機能を有することにより、観測領域の広範囲設
定を実現している。
【００３７】
　観測範囲が設定されると観測領域設定部２０は、観測領域のラテラル幅に応じて、１つ
の送信ビームに由来する受信ビームの本数を決定する。ラテラル幅が広げられるにつれ段
階的に受信ビーム本数が増加される。また、ラテラル幅が狭められるにつれ段階的に受信
ビームの本数が減少される。観測領域設定部２０は、配列ピッチ（隣り合う受信ビームの
中心線間隔）が一定になるように、複数の受信ビームを配列する。また、観測領域設定部
２０は、受信ビームが観測領域を埋めるように、受信ビームの本数を決定する。なお、ラ
テラル幅が比較的狭い場合、１本のみ受信ビームが設定されてもよい。
【００３８】
　例えば、ラテラル方向に関する受信ビームの本数がラテラル幅に応じて３本と決定され
た場合を考える。この場合、図４に示すように、各受信ビームの位置を示すために、各受
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信ビームの中心線がＢモード画像ＢＩ上に表示される。具体的には、基準線ＳＬ上に１本
の線、中心線ＳＬの両脇に２本の線（図４の点線ＢＬ）が表示される。観測領域設定部２
０は、ユーザによる操作部７０を介した線ＳＬや線ＢＬの位置の調整に応じて、受信ビー
ムの位置を調整することも可能である。
【００３９】
　観測領域設定部２０は、ラテラル方向に直交する煽り方向に関して複数の受信ビームを
設定してもよい。この場合、煽り方向に関する受信ビームの本数は、上述の方法と同様に
、観測領域の煽り方向に関する幅に応じて決定されるとよい。煽り方向に関する観測領域
の幅は、予め決定されていてもよい。また、Ｂモード画像の断面位置を変更することによ
り、観測領域の範囲を３次元的に設定することも可能である。例えば、図５の場合、１つ
の送信ビームＴについて４本の受信ビームＲが設定されている。並列同時受信される４本
の受信ビームＲは、対応する送信ビームＴに含まれるように、例えば、ラテラル方向に２
本、煽り方向に２本配置される。
【００４０】
　このようにして観測領域設定部２０により、観測領域の範囲や並列同時受信される受信
ビームの本数が決定される。
【００４１】
　なお観測領域設定部２０は、観測領域のラテラル幅に応じて受信ビームの角度を設定し
てもよい。受信ビームの角度は、隣り合う受信ビームの中心線間の角度に規定される。典
型的には、受信ビームの本数は、受信ビームの角度が一定になるように決定される。
【００４２】
　　［ステップＳ２］
　送信部３２は、上述のように、システム制御部９０による制御に従って超音波プローブ
１０に繰り返し駆動信号を送信する。超音波プローブ１０は、送信部３２からの駆動信号
の供給を受けて、観測領域設定部２０により設定された観測領域に送信ビームを繰り返し
送信する。送信ビームの焦点は、観測領域に位置するように設定される。観測領域内の血
流により反射された超音波は超音波プローブ１０に受信される。超音波プローブ１０は、
観測領域からの超音波の強度に応じたエコー信号を発生する。発生されたエコー信号は、
受信部３４に供給される。
【００４３】
　　［ステップＳ３］
　受信部３４は、システム制御部９０による制御に従って、並列同時受信処理を実行する
。並列同時受信処理において受信部３４は、超音波プローブから供給されるエコー信号に
基づいて、１つの送信ビームに由来する複数の受信ビームにそれぞれ対応する複数のビー
ムデータセットを生成する。１つの送信ビームに由来する受信ビームの本数は、ステップ
Ｓ１において観測領域設定部２０により設定されている。生成された複数のビームデータ
セットは、ドプラ処理部４６に供給される。
【００４４】
　　［ステップＳ４］
　ドプラ処理部４６は、システム制御部９０による制御に従って、ドプラ処理を実行する
。本実施形態に係るドプラ処理部４６としては、第１のタイプのドプラ処理部４６ａと第
２のタイプのドプラ処理部４６ｂとを設計可能ある。
【００４５】
　図６は、第１のタイプのドプラ処理部４６ａの構成を示す図である。図６に示すように
ドプラ処理部４６ａは、位相検波部４６１、ゲート処理部４６２、ゲート内加算部４６３
、ウォールフィルタ部４６４、周波数分析部４６５、及びドプラ画像生成部４６６を有す
る。
【００４６】
　位相検波部４６１は、受信部３４からの複数のビームデータセットに位相検波を施し、
ドプラ偏移周波数成分に関する複数のドプラデータセットをそれぞれ生成する。複数のド
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プラデータセットは、ゲート処理部４６２に供給される。
【００４７】
　ゲート処理部４６２は、位相検波部４６１からの複数のドプラデータセットにゲート処
理を施し、観測領域設定部２０により設定された観測領域の深さ範囲（レンジゲート）内
の複数のドプラデータセットをそれぞれ抽出する。具体的には、ゲート処理部４６２は、
各ドプラデータセットに含まれる観測領域部分にゲートをかける。観測領域部分は、ドプ
ラデータセットのうちの、観測領域設定部２０により設定された深さ範囲に関する部分で
ある。ゲートは、観測領域設定部２０により設定された深さ幅に応じた時間幅を有する。
このゲート処理により、各ドプラデータセットの中から、観測領域の深さ範囲に関するド
プラデータセットが抽出される。抽出された複数のドプラデータセットは、ゲート内加算
部４６３に供給される。
【００４８】
　ゲート内加算部４６３は、ゲート処理部４６２からの複数のドプラデータセットに基づ
いて単一の受信ビームに対応するドプラデータセットを生成する。このようにゲート内加
算部４６３は、単一ビームデータ生成部として機能する。ここで、単一の受信ビームを合
成受信ビームと呼び、合成受信ビームに対応するドプラデータセットを合成ドプラデータ
セットと呼ぶことにする。合成ドプラデータセットは、複数のドプラデータセットの輝度
値を深さ位置毎に加算処理することにより生成される。しかしながら、同一深さ位置にお
ける複数のドプラデータセットの輝度値の時相は、異なっていると考えられる。従って、
ゲート内加算部４６３は、加算処理を行う前に、複数のドプラデータセットの輝度値の時
相を深さ位置毎に一致させる。この時相一致処理は、例えば、波面合成技術を利用して行
われる。時相一致処理の後、ゲート内加算部４６３は、時相が一致された複数のドプラデ
ータセットの輝度値を深さ毎に加算し、合成ドプラデータセットを生成する。これにより
レンジゲート内のドプラデータセットが合成される。合成ドプラデータセットは、ウォー
ルフィルタ部４６４に供給される。
【００４９】
　ウォールフィルタ部４６４は、合成ドプラデータセットにウォールフィルタを適用する
。ウォールフィルタにより、合成ドプラデータセットから不要な低周波成分（クラッタ成
分）等が除去される。ウォールフィルタが適用された合成ドプラデータセットは、周波数
分析部４６５に供給される。
【００５０】
　周波数分析部４６５は、合成ドプラデータセットにＦＦＴ（fast fourier transfer）
等の周波数分析を施し、周波数分析結果に関するデータセットを生成する。周波数分析に
より血流のスペクトラムに関するデータセットが生成される。ここでスペクトラムに関す
るデータセットをスペクトラムデータセットと呼ぶことにする。また、合成ドプラデータ
セットに基づくスペクトラムデータセットを合成スペクトラムデータセットと呼ぶことに
する。スペクトラムデータセットの輝度は、スペクトラムに含まれる各周波数成分の強度
に対応する。生成された合成スペクトラムデータセットは、ドプラ画像生成部４６６に供
給される。
【００５１】
　ドプラ画像生成部４６６は、合成スペクトラムデータセットに基づいて、合成受信ビー
ムに関するドプラ波形のデータを生成する。ドプラ波形は、例えば、時間経過に伴う周波
数成分や速度成分の変化を示す。ドプラ波形のデータは、ドプラ画像のデータとして、画
像処理部５０に供給される。
【００５２】
　次に図７を参照しながら第２のタイプのドプラ処理部４６ｂの構成を説明する。なお以
下の説明において、第１のタイプのドプラ処理部４６ａと略同一の機能を有する構成要素
については、同一符号を付し、説明を簡略する。
【００５３】
　図７は、第２のタイプのドプラ処理部４６ｂの構成を示す図である。図７に示すように
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、ドプラ処理部４６ｂは、位相検波部４６１、ゲート処理部４６２、ウォールフィルタ部
４６７、周波数分析部４６８、ゲート内加算部４６９、及びドプラ画像生成部４６６を有
する。
【００５４】
　位相検波部４６１は、受信部３４からの複数のビームデータセットに位相検波を施し、
ドプラ偏移周波数成分に関する複数のドプラデータセットをそれぞれ生成する。複数のド
プラデータセットは、ゲート処理部４６２に供給される。
【００５５】
　ゲート処理部４６２は、複数のドプラデータセットにゲート処理を施し、観測領域の深
さ範囲に関する複数のドプラデータセットを抽出する。抽出された複数のドプラデータセ
ットは、ウォールフィルタ部４６７に供給される。
【００５６】
　ウォールフィルタ部４６７は、ゲート処理部４６２からの複数のドプラデータセットに
ウォールフィルタを適用する。ウォールフィルタにより、各ドプラデータセットから不要
な低周波成分（クラッタ成分）等が除去される。ウォールフィルタが適用された複数のド
プラデータセットは、周波数分析部４６８に供給される。
【００５７】
　周波数分析部４６８は、ウォールフィルタ部４６７からの複数のドプラデータセットに
周波数分析をそれぞれ施し、複数のスペクトラムデータセットを生成する。スペクトラム
データセットの輝度は、スペクトラムに含まれる各周波数成分の強度に対応する。生成さ
れた複数のスペクトラムデータセットは、ゲート内加算部４６９に供給される。
【００５８】
　ゲート内加算部４６９は、周波数分析部４６８からの複数のスペクトラムデータセット
に基づいて合成受信ビームに対応する合成スペクトラムデータセットを生成する。具体的
には、ゲート内加算部４６９は、複数のスペクトラムデータセットの輝度値を深さ毎に加
算し、合成スペクトラムデータセットを生成する。スペクトラムデータセットには、時相
情報が含まれない。従って、ゲート内加算部４６３のように、加算処理の前段階において
、時相一致処理を実行する必要はない。合成スペクトラムデータセットは、ドプラ画像生
成部４６６に供給される。
【００５９】
　ドプラ画像生成部４６６は、合成スペクトラムデータセットに基づいて、合成受信ビー
ムに関するドプラ波形が描出されたドプラ画像のデータを生成する。生成されたドプラ画
像のデータは、画像処理部５０に供給される。
【００６０】
　上述のように、第１のタイプのドプラ処理部４６ａは、ゲート内加算処理した後に周波
数分析を実行する。第２のタイプのドプラ処理部４６ｂは、周波数分析を実行した後にゲ
ート内加算処理を実行する。
【００６１】
　上述のように、ゲート内加算処理により受信ビームの数は、複数本から１本に削減され
る。従って計算量の削減のため、ゲート内加算処理は、できるだけ早い段階で実行された
方が良い。すなわち、ドプラ処理部４６ａは、ドプラ処理部４６ｂに比して、ゲート内加
算処理以降の計算量を削減できる。
【００６２】
　一方、上述のように、周波数分析前にゲート内加算処理をする場合、計算コストの高い
時相一致処理を実行する必要がある。ドプラ処理部４６ｂは、周波数分析以後にゲート内
加算処理を実行するので、時相一致処理を実行することなくゲート内加算処理を実行でき
る。従って、ドプラ処理部４６ｂは、時相一致処理に伴う計算コストを削減することがで
きる。
【００６３】
　このように本実施形態に関るドプラ処理部４６は、複数の受信ビーム（ドプラデータセ
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ットあるいはスペクトラムデータセット）をゲート内加算処理により合成する。ゲート内
加算処理を伴うドプラ画像（合成受信ビームに基づくドプラ画像）は、ゲート内加算処理
を伴わないドプラ画像（１つの受信ビームに基づくドプラ画像）に比して、無相関のノイ
ズ成分を含まない。すなわち、ドプラ処理部４６は、ドプラ感度（Ｓ／Ｎ比）を向上する
ことができる。
【００６４】
　　［ステップＳ５］
　表示部６０は、ドプラ画像を表示する。図８は、ドプラ画像の表示例を示す図である。
図８に示すように、表示画面には、観測領域の設定のためのＢモード画像ＢＩとドプラ画
像ＤＩとが並べて配置されている。ドプラ画像ＤＩ上のドプラ波形は、１つの観測領域に
ついて１つ生成される。
【００６５】
　以上でシステム制御部９０の制御のもとに行われるドプラモードスキャンが終了する。
【００６６】
　上記構成により本実施形態に関る超音波診断装置１は、ドプラモードにおいて、送信ビ
ームの送信方向の直交方向に複数の並列同時受信ビームを配列させることができ、従来に
比して直交方向に広範囲に観測領域を設定できる。超音波検査中に観測対象が深さ方向以
外の方向に動いた場合であっても、超音波診断装置１は、観測対象の血流の速度を検出す
ることができる。従って超音波診断装置１は、観測対象と観測領域との位置ずれによる血
流検出精度の低下を防止できる。これに伴い、観測領域位置（サンプリングゲート位置）
の再設定に関するユーザの負担を低減することができる。
【００６７】
　かくして本実施形態に関る超音波診断装置は、ドプラモードの超音波検査の効率向上を
実現することができる。
【００６８】
　なお、ＣＷＤの場合、送信ビームが占める空間領域が観測領域に設定されるため、観測
領域の深さ範囲の設定が不要である。観測領域設定部２０は、ＰＷＤと同様にして、操作
部７０を介したユーザによる指示に従って、深さ方向の直交方向に関する観測領域の範囲
を設定する。また、観測領域設定部２０は、この直交方向に関する観測領域の範囲に応じ
て受信ビームの本数や角度を設定する。ＣＷＤの場合、典型的には、第２のタイプのドプ
ラ処理部４６ｂが利用される。この際、観測領域の深さ範囲の設定が不要なので、ドプラ
処理部４６ｂのゲート処理部４６２は不要である。
【００６９】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
ものである。
【符号の説明】
【００７０】
　１…超音波診断装置、１０…超音波プローブ、２０…観測領域設定部、３０…送受信部
、３２…送信部、３４…受信部、４０…信号処理部、４２…Ｂモード処理部、４４…カラ
ードプラ処理部、４６…ドプラ処理部、５０…画像処理部、６０…表示部、７０…操作部
、８０…記憶部、９０…システム制御部
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要解决的问题：提高多普勒模式超声检查的效率。 观察区域设定部20根
据来自用户的指示，在与超声波发送束的发送方向正交的方向上设定观
察区域范围。 超声波探头10将超声波传输束发送到设定范围的观察区
域，并根据来自观察区域的超声波产生回波信号。 接收单元34基于所产
生的回波信号，根据设定范围产生分别与多个超声波接收束相对应的多
个数据集。 多普勒处理单元46基于所生成的多个数据集，生成关于从观
察区域中的血流导出的单个多普勒波形的多普勒图像数据。 [选型图]图1
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